
令 和 ４ 年
５月31日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
の
指
定
（
環
境
政
策
課
）
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…
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…
…
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…
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…
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…
…
…

○
公
告

契
約
の
締
結
（
防
災
危
機
管
理
課
）
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…
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…
…

県
営
伊
佐
中
央
地
区
農
業
競
争
力
強
化
農
地
整
備
事
業
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…

公
共
測
量
の
実
施
の
終
了
（
監
理
課
）

二
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…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…

特
定
開
発
行
為
に
関
す
る
対
策
工
事
等
の
完
了
（
砂
防
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
建
築
指
導
課
）

二
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
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…
…
…
…
…

○
選
管
告
示

政
治
団
体
の
名
称
等
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政
治
団
体
の
異
動
事
項
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解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
等

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

資
金
管
理
団
体
の
名
称
等

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

資
金
管
理
団
体
の
異
動
事
項

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
該
当
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称

等

四
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
百
五
十
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

宇
部
市
大
字
藤
曲
字
昭
和
開
作
二
五
四
七
の
三
の
一
部

二

特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
、
四
塩
化
炭
素
、
一
・
二－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
、
水
銀

及
び
そ
の
化
合
物
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
、
砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物
、
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物
、

ベ
ン
ゼ
ン
、
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

三

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
五
十
八
条
第
五
項
第
十

号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
の
規
定
へ
の
該
当

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
五
十
八
条
第
五
項
第
十
二
号
に
該
当
す
る
。

公

告

（
九
二
）
契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

総
務
部
防
災
危
機
管
理
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

県
庁
舎
等
構
内
交
換
電
話
設
備

一
式

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
四
月
十
二
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

中
国
電
設
工
業
株
式
会
社

広
島
市
中
区
千
田
町
三
丁
目
一
〇
番
五
号

六

落
札
金
額

一
億
四
千
七
百
十
八
万
六
千
七
百
三
十
二
円

七

入
札
公
告
日

一
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令
和
四
年
三
月
一
日

八

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

調
達
方
法

借
入
れ

㈢

落
札
方
式

最
低
価
格

（
九
三
）
県
営
伊
佐
中
央
地
区
農
業
競
争
力
強
化
農
地
整
備
事
業
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

伊
佐
中
央
地
区
農
業
競
争
力
強
化
農
地
整
備
事
業
を
行
う
た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の

で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
伊
佐
中
央
地
区
農
業
競
争
力
強
化
農
地
整
備
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
四
年
六
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

（
九
四
）
公
共
測
量
の
実
施
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
国
四
国
防
衛
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨
の

通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二

作
業
の
地
域

岩
国
市
三
角
町

三

作
業
の
期
間

令
和
四
年
二
月
十
六
日
か
ら
同
年
三
月
十
八
日
ま
で

（
九
五
）
特
定
開
発
行
為
に
関
す
る
対
策
工
事
等
の
完
了

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
開
発
行
為
に
関
す
る
対
策
工
事
等
の
完
了
を

次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

下
松
市
桜
町
三
丁
目
（
二
工
区
）

二

特
定
開
発
行
為
の
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

大
阪
市
北
区
大
淀
中
一
丁
目
一
番
八
八
号

積
水
ハ
ウ
ス
株
式
会
社

（
九
六
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

下
松
市
桜
町
三
丁
目
（
二
工
区
）

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

大
阪
市
北
区
大
淀
中
一
丁
目
一
番
八
八
号

積
水
ハ
ウ
ス
株
式
会
社

二
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選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

政
治
団
体
の

名
称

代
表

者
会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

そ
の
他
の

事
項

備
考

（
届
出

年
月
日 ）

氏
名
公
職
の
種
類

国
民
民
主
党

山
口
県
参
議

院
選
挙
区
第

１
総
支
部

大
内
一
也
参
議
院
議
員
大
内
一
也
周
南
市
新
地
町
15番
23号

政
治
資
金
規

正
法
第
19条

の
７
第
１
項

第
１
号
に
係

る
国
会
議
員

関
係
政
治
団

体

令
和
４
、
４
、
６

立
憲
民
主
党

山
口
県
参
議

院
選
挙
区
第

１
総
支
部

秋
山
賢
治
〃

酒
本
哲
也
下
関
市
上
田
中
町
４
丁
目
１
番

６
号

〃
〃

〃
７

政
治
団

体
の
名

称

代
表

者
会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る

事
務
所

の
所
在

地

公
職
の
候
補
者

そ
の
他
の

事
項

備
考

（
届
出

年
月
日 ）

氏
名
公
職
の
種
類

氏
名
公
職
の
種
類

秋
山
け

ん
じ
後

援
会

秋
山
賢
治
参
議
院
議
員
秋
山
芙
美

下
関
市

豊
前
田

町
２
丁

目
５
番

３
号

秋
山
賢
治
参
議
院
議
員

政
治
資
金
規

正
法
第
19条

の
７
第
１
項

第
１
号
に
係

る
国
会
議
員

関
係
政
治
団

体
か
つ
同
項

第
２
号
に
係

る
国
会
議
員

関
係
政
治
団

体

令
和
４
、
４
、
12

政
治
団
体
の

名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
そ
の
他
の
事
項

備
考

（
届
出

年
月
日 ）

奥
江
と
く
な
り
後

援
会

奥
江
徳
成
奥
江
郁
子
岩
国
市
美
和
町
西
畑
386

の
３

令
和
４
、

４
、
８

桂
ま
こ
と
後
援
会
桂

誠
桂

誠
下
関
市
豊
北
町
大
字
滝
部

851
〃
〃
25

野
本
ま
ゆ
み
後
援

会
野
本
真
由
美
沖
原
妙
子
岩
国
市
麻
里
布
町
１
丁
目

６
番
33号

〃
〃
８

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

異
動

内
容

備
考

(

)

異
動

年
月
日

新
旧

国
民
民
主
党
山
口
県
参
議
院
選

挙
区
第
１
総
支
部

大
内
一
也
事
務
所
周
南
市
清
水
２

丁
目
11番
11号

周
南
市
新
地
町

15番
23号

令
和
４
、

４
、
20

国
民
民
主
党
山
口
県
総
支
部
連

合
会

〃
〃

〃
〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃
〃

大
内
一
也
後
援
会

〃

代
表
者
大
内
一
也

炭
村
信
義

〃
〃
１

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

政
治
資
金
規
正

法
第
19条
の
７

第
１
項
第
１
号

に
係
る
国
会
議

員
関
係
政
治
団

体
か
つ
同
項
第

２
号
に
係
る
国

会
議
員
関
係
政

治
団
体

政
治
資
金
規
正

法
第
19条
の
７

第
１
項
第
２
号

に
係
る
国
会
議

員
関
係
政
治
団

体

代
表
者
で
あ

る
公
職
の
候

補
者
に
係
る

公
職
の
種
類
参
議
院
議
員

―
―

大
内
一
也
ビ
ジ
ョ
ン
探
究
会

〃
会
計
責
任
者
大
内
一
也

藤
岡
芳
子

〃
〃
〃

藤
井
ひ
ろ
し
後
援
会

藤
井
実
芳
代
表
者
藤
井
実
芳

相
本
康
雄

〃
〃
〃

二
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藤
村
こ
ず
え
後
援
会

藤
村
竜
二
事
務
所
防
府
市
伊
佐
江

町
７
番
28号

防
府
市
伊
佐
江

町
２
番
１
号

〃
〃
〃

ま
ん
た
に
竹
彦
後
援
会

萬
谷
博
子
代
表
者
萬
谷
博
子

萬
谷
茂
樹

〃
２
、
〃

山
口
県
私
立
中
学
高
等
学
校
振

興
連
盟

牛
見
正
彦
会
計
責
任
者
村
田
勇
吉

工
藤
公
照

〃
４
、
18

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散

年
月
日

立
憲
民
主
党
山
口
県
第
３

区
総
支
部

坂
本
史
子
藤
本
エ
イ
子
宇
部
市
昭
和
町
１
丁
目
４
番
13号

令
和
４
、

４
、
12

女
性
の
市
長
を
つ
く
る
会
梶
山
由
紀
江
眞
崎
久
子
下
関
市
中
之
町
７
番
７
号

令
和
３
、

12、
１

田
中
い
さ
む
後
援
会

雪
野
洋
輔
田
中
幸
江
山
口
市
徳
地
島
地
2180の

１
〃
〃
31

ま
す
や
敬
悟
の
会

桝
屋
敬
悟
西
岡

稔
山
口
市
吉
敷
下
東
３
丁
目
３
番
15号

令
和
４
、

２
、
28

ま
す
や
後
援
会

〃
桝
屋
千
壽
子
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃
〃

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者
の
氏
名

公
職
の
種
類

資
金

管
理

団
体

備
考

(

)

指
定

年
月
日

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
の
氏
名

秋
山
賢
治
参
議
院
議
員
秋
山
け
ん
じ
後
援

会
下
関
市
豊
前
田
町
２
丁
目
５
番

３
号

秋
山
賢
治
令
和
４
、

４
、
10

奥
江
徳
成
岩
国
市
議
会

議
員

奥
江
と
く
な
り
後

援
会

岩
国
市
美
和
町
西
畑
386の

３
奥
江
徳
成
〃
〃
８

野
本
真
由
美
〃

野
本
ま
ゆ
み
後
援

会
〃

麻
里
布
町
１
丁
目
６
番

33号
野
本
真
由
美
〃
〃
〃

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

資
金
管
理
団
体

の
届
出
事
項
の

異
動
の
届
出
を

し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

異
動
事
項

異
動

内
容

備
考

(

)

異
動

年
月
日

新
旧

大
内
一
也

大
内
一
也
ビ
ジ
ョ
ン
探
究

会
公
職
の
種
類
参
議
院
議
員

衆
議
院
議
員

令
和
４
、

４
、
１

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金

管
理

団
体

の
名

称
備

考

(

)

資
金
管
理
団
体
で
な

く
な
っ
た
年
月
日

桝
屋
敬
悟

ま
す
や
敬
悟
の
会

令
和
４
、
２
、
28

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事
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